
「短期入所生活介護」重要事項説明書 

 

 

 

 

 

 

当事業所はご契約者に対して短期入所生活介護サービスを提供します。事業所の概要や 

提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明します。 

 

※当サービスの利用は、原則として要介護認定の結果「要介護」と認定された方が対

象となります。要介護認定をまだ受けていない方でもサービスの利用は可能です。 

 
 
 

１．事業者 

（１）法 人 名 社会福祉法人 大立福祉会 

（２）法人所在地 沖縄県宮古島市下地字嘉手苅６６０－２ 

（３）電 話 番 号 ０９８０－７６－３３３０ 

（４）代表者氏名 理事長 下地 晃 

（５）設立年月日 平成７年４月７日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類 短期入所生活介護事業所 平成12年3月20日指定 

沖縄県指定 第4774800017号 

＊当事業所は介護老人福祉施設しもじ長生園に併設されています。 

（２）事業所の目的 短期入所生活介護は、介護保険法令に従い、ご契約者（利用者）が、

その有する能力に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことが  

できるように支援することを目的として、ご契約者に、日常生活を  

営むために必要な居室及び共用施設等をご利用いただき、     

短期入所 生活介護サービスを提供します。 

（３）事業所の名称  短期入所生活介護事業所 しもじ長生園 

（４）事業所の所在地 沖縄県宮古島市下地字嘉手苅６６０－２ 

（５）電話番号    ０９８０－７６－３３３０ 

（６）事業所所長氏名 来間 一斗 

（７）当事業所の運営方針 介護保険の趣旨に基づき１人１人の個別のケアを行い、安心と

安全を第一に考え、安らぎに満ちた生活援助を行う。 

当事業所は介護保険の指定を受けています。 

（沖縄県指定第 4774800017号） 



（８）営業日及び営業時間 

営 業 日 年中無休 

受付時間 年中無休 ８：３０～１７：３０ 

（９）利用定員 ４名 

（１０）居室等の概要 

当施設では居室・設備をご用意しています。入居される居室は、原則として１人部屋です。 

 

３．職員の配置状況 

当事業所では、ご契約者に対して短期入所生活介護サービスを提供する職員として、以下

の職種の職員を配置しています。 

＜主な職員の配置状況＞※職員の配置については、指定基準を遵守しています。 

 

職種  

 

指定基準  常勤換算 

１．施設長   １名  １名 

２．事務長 １名  １名 

３．介護職員   １４名  １４名以上 

４．生活相談員 １名  １名 

５．看護職員 ２名  ２名以上 

６．機能訓練指導員 １名  １名 

７．介護支援専門員 １名  １名 

８．医師 １名  １名 

９．栄養士 １名  １名 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

当事業所では、ご契約者に対して以下のサービスを提供します。 

当事業所が提供するサービスについて、 

（１）利用料金が介護保険から給付される場合 

（２）利用料金の全額をご契約者に負担いただく場合 

があります。 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照） 

以下のサービスについては、負担割合証１割負担、２割負担がありそれによって介護保険

から９割、８割が給付されますので利用する際は、介護負担割合証の提示をお願いします。 

 利用料金は別紙に記載しています。 

 



 

５. 緊急時における対応方法(運営規程 第11条 参照) 

  ･事業所は、事業中に利用中に利用者の病状等に急変その他の緊急事態が生じたときは、

速やかに主治医に連絡する等の措置を講じるものとする。 

  ･事業の実施中に天災その他の災害が発生した場合、事業所は必要により利用者の避難等

の措置を講じるものとする。 

６. 災害・非常時の対応(運営規程 第18条 参照) 

  ･事業所は、消防法令に基づき防火管理者を選任し、消火設備、非常放送設備等、災害･

非常時に備えて必要な設備を設ける。 

  ･事業所は、消防法令に基づき、非常災害等に対して具体的な消防計画等の防災計画を立

て、職員及び利用者が参加する消火、通報及び避難の訓練を原則として年２回以上は避

難訓練を実地する。 

  ･利用者は、健康上又は防災等の緊急事態の発生に気づいた時は、ナースコール等最も適

切な方法で、職員に事態の発生を知らせる。 

７. 身体拘束(運営規程 第19条 参照) 

  ･事業所は、利用者の身体拘束は行わない。万一、利用者又は他の利用者、職員等の生命

又は身体を保護するために緊急や無得ない場合には、かぞくの「利用者の身体拘束に伴

う申請書」に同意を受けたときにのみ、その条件と期間内にて身体拘束等を行うことが

できるものとする。 

＜サービスの概要＞ 

①食事 

・当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況及び

嗜好を考慮した食事を提供します。 

・ご契約者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則として

います。 

（食事時間） 

朝食8:00～9:00  昼食12:00～13:00  夕食18:00～19:00 

②入浴 

・入浴又は清拭を週２回以上行います 

・寝たきりでもストレッチャーを使用して入浴することができます。 

③排泄 

・排泄の自立を促すため、ご契約者の身体能力を最大限活用した援助を行います。 

④機能訓練 

・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要

な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。 

 



⑤健康管理 

・ 医師・看護師による利用中期間中の健康チェック・服薬があれば服薬等の管理をいた

します。 

・ 緊急時必要な場合には主治医あるいは協力医療機関等に引継ぎいたします。 

・ 入所者が外部の医療機関に通院・受診をされる場合は原則としてご家族または身元引

受人の付き添いにて受診していただきます。 

・ しかし、家族または身元引き受け人が島外に出ていた場合は、施設の職員で通院・受

診対応させていただきます。 

⑦その他自立への支援 

・寝たきり防止のため、できる限り離床に配慮します。 

・生活のリズムを考え、必要に応じて着替えを行うよう配慮します。 

・清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行われるよう援助します。 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条参照） 

以下のサービスは、利用料金の全額がご契約者の負担となります。 

＜サービスの概要と利用料金＞ 

①特別な食事（酒を含みます。） 

ご契約者のご希望に基づいて特別な食事を提供します。 

利用料金：要した費用の実費 

②理髪・美容 

理髪サービス：月に２回、理（美）容師の出張による理髪サービス（調髪、顔剃）を    

ご利用いただけます。 

利用料金：１回あたり１，０００円 

③複写物の交付 

ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要と

する場合には実費をご負担いただきます。 

１枚につき20円 

④日常生活上必要となる諸費用実費 

日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用でご契約者に負担いただくこ

とが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

おむつ代は介護保険給付対象となっていますのでご負担の必要はありません。 

 ⑤電化製品の持ち込み 

  吸引器、在宅酸素、テレビ、等の電化製品類の持ち込まれた場合は実費を頂きます。 

   １日/３０円 

＜利用料金のお支払い方法（契約書第８条参照）＞ 

前記（１）、（２）の料金・費用は、サービス利用終了時に、ご利用期間分の合計金額

をお支払い下さい。 



 

＜入所中の医療の提供について＞ 

医療を必要とする場合は、ご契約者の希望により、下記協力医療機関において診療を受

けることができます。（但し、下記医療機関での優先的な診療を保証するものではありま

せん。また、下記医療機関での診療を義務づけるものでもありません。） 

① 協力医療機関 

・沖縄県立宮古病院 沖縄県宮古島市平良字下里427-1 0980-72-3151 

・山本歯科医院 沖縄県宮古島市平良字下里639-1 0980-73-1108 

５．苦情の受付について（契約書第２４条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 

○苦情受付窓口（担当者） 事務長 来間 一斗 

○受付時間 毎週月曜日～金曜日 ８：３０～１７：００ 

○受付電話番号 0980-76-3330 

（２）行政機関その他の苦情受付機関 

宮古島市役所 

福祉保健部 高齢者支援課 

所在地 沖縄県宮古島市平良字西里186 

電話番号 0980-73-1979 

国保連介護サービス苦情相談窓口 所在地 沖縄県那覇市3-14-18（国保会館) 

電話番号 098-860-9026 

  

   

８. 第三者評価 

   等事業所は、第三者評価機関による評価を実地しておりません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 

 

 

 

 短期入所生活介護 個人情報使用同意書 

 

 

私及び私の家族は、短期入所生活介護事業所が、介護保険法にもとづく 

短期入所生活介護サービス利用契約書第三章第 12 条に関し、貴施設が下記の 

場面において個人情報あるいは家族情報を用いることに対して同意します。 

 

  [個人情報保護の利用目的] 

① 当施設内での利用目的 

・ 職員間での申し送り 

・ 記録等に関する業務（利用者様ファイル、カルテ等） 

・ 介護保険請求に関する業務 

・ 契約に関わる業務 

・ 入所、退所の管理業務 

・ 事故処理等があった場合の報告 

・ 居室入り口の個人名の表札（氏名の表示） 

 

  ② その他の利用目的 

・ サービス担当者会議等での他事業所との連携、照会への回答 

・ 主治医との意見交換及び情報提供 

・ 審査支払い機関へのレセプト請求、照会への回答 

・ 保険者からの照会への回答、その他必要時の調整時 

・ 監査、外部機関等への情報提供 

・ 面会等への対応 

・ 実習生、ボランティア等への実習に関わる情報提供 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

入所時リスク同意 

                          

                      

 

 当施設では、利用者様が快適な入所生活を送られる様に、安全な環境づくりに努めており

ますが、利用者様の身体状況や疾病に伴う様々な症状が原因で下記の危険性が伴うことを十

分ご理解下さい。 

 

〈短期入所生活介護を利用することに関して〉 

・特別養護老人ホームは生活の場を提供する施設であり、原則的に拘束を行わないことから、

本人自身が何らかの動きを行った場合に転倒・転落による事故の可能性があります。 

・施設の特性と致しまして、日中は看護師が配置されていますが、夜間はオンコール体制を

とっています。オンコールは自宅待機ですので急変があった場合に看護師が連絡を受けて、

園に到着するまでには時間がかかる場合もあります。 

介護職員も指示を仰いで対応しますが、看護職員が到着するまでの間に急変する可能性も

あります。また、夜間は介護職員２人のみなので他の利用者の対応を行っている間にも急

変の可能性もあり、即対応することが不可能な場合があることもご理解いただきたいと思

います。 

〈高齢者の特徴に関して〉 

・歩行時の転倒、ベッドや車いすからの転落等による骨折・外傷・頭蓋内損傷の恐れがあり

ます。 

・高齢者の骨は脆く、通常の対応でも容易に骨折する恐れがあります。 

・高齢者の皮膚は薄く、少しの摩擦でも表皮剥離が出来やすい状態にあります。 

・高齢者の血管は脆く、軽度の打撲であっても、皮下出血が出来やすい状態にあります。 

・加齢や認知症の周辺症状により、水分や食べ物を飲み込む力が低下します。誤嚥・誤飲・

窒息の危険性が高い状態にあります。 

・高齢者であることにより、また脳や心臓の疾患により、日中に変わりなく過ごされていた

場合でも急変・急死する場合もあります。 

・本人の全身状態が急に悪化した場合、当施設の嘱託医又は看護職員の判断で緊急に病院へ

搬送を行うことがあります。その際には家族の付き添いが必要となりますので、利用期間

中、急な連絡もあります。 

 

私は、上記項目について、短期入所生活介護事業所しもじ長生園の担当者より、利用者の短

期入所生活介護を利用時する際のリスクについて説明を受け、十分に理解した上で利用し、

万が一の場合は施設側に責任はないことに同意します。 

 

 

 

 



 

 

短期入所生活介護サービスの提供の開始に際し、本書面に基づき重要事項の説明を行い

ました。 

 

 短期入所生活介護事業所 しもじ長生園 

 

説明者職名    生活相談員    氏名   新城 建良   印 

 

私は、本書面に基づいて事業者から重要事項の説明を受け、短期入所生活介護サービス

の提供開始に同意しました。 

 

                    令和   年   月   日    

 

契約者住所   宮古島市                         

 

 

 

氏 名                   印 

  

 

署名代理人住所                             

 

 

 

   氏 名                   印 

 

 

   続 柄                    

 

 

※この重要事項説明書は、厚生省令第３９号（平成１１年３月３１日）第４条の規定に基づき、利

用申込者又はその家族への重要事項説明のために作成したものです。 

 

 

 



 

＊別紙資料＊ 

＜サービス利用料金（１日あたり）＞ 

長生園短期生活介護（ショートステイ）利用料金表 

Ａ利用者１割負担額（日額）（基本単位《１割》＋食費＋居宅費） 

負担区分 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５ 

多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 

第１段階 903円 1283円 972円 1352円 1045円 1425円 1115円 1495円 1184円 1564円 

第２段階 1633円 1683円 1702円 1752円 1775円 1825円 1845円 1895円 1914円 1964円 

第３①段階 2033円 2483円 2102円 2552円 2175円 2625円 2245円 2695円 2314円 2764円 

第３②段階 2333円 2783円 2402円 2852円 2475円 2925円 2545円 2995円 2614円 3064円 

第４段階 2963円 3279円 3032円 3348円 3105円 3421円 3175円 3491円 3244円 3560円 

 負担区分について [第１段階]・生活保護受給者  [第２段階]・年金が８０万以下の方 

          [第３①段階]・年金８０万～２６６万以下  [第３②段階]・年金１２０万超 

[第４段階]・年金が２６６万以上の方 

 

 Ｂ利用者2割負担額（日額）（基本単位《１割》＋食費＋居宅費＋食費） 

負担区分 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５ 

多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 

第１段階 1806円 2566円 1944円 2704円 2090円 2850円 2230円 2990円 2368円 3128円 

第２段階 3266円 3366円 3404円 3504円 3550円 3650円 3690円 3790円 3828円 3928円 

第３①段階 4066円 4966円 4204円 5104円 4350円 5250円 4490円 5390円 4628円 5528円 

第３②段階 4666円 5566円 4804円 5704円 4950円 5850円 5090円 5990円 5228円 6128円 

第４段階 5926円 6552円 6064円 6696円 6210円 6842円 6350円 6982円 6488円 7120円 

 

介護費（負担割合証１割） 

 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５  

 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室   

１日あたり 603 603 672 672 745 745 815 815 884 884 

 

介護費（負担割合２割） 

 介護１ 介護２ 介護３ 介護４ 介護５  

 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室 多床室 個室   

１日あたり 1206 1206 1344 1344 1490 1490 1630 1630 1768 1768 

  



 

 居住費                   食費 

負担区分 多床室（日額） 個室（日額）    食費区分 日額  送迎代（自宅⇔事業所間） 

第１段階 ０ 380 第一段階 300円 迎え 184円 

第２段階 430 480 第二段階 600円 送り 184円 

第３①段階 430 880 第三①段階 1000円  

第３②段階 430 880 第三②段階 1300円 

第４段階 915 1231 第四段階 1445円 

  

その他の利用料金・・電化製品（在宅酸素、テレビ、パソコン、吸引器、電動車いす等）

の持ち込みをされる方は一日あたり電気代として３０円を負担していただています。 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいった

んお支払いいただきます。要介護認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払

い戻されます（償還払い）。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行うために

必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担

額を変更します。 

利用料金の詳細につきましては短期入所生活介護の担当者へお問い合わせください。 

 

 

平成30年４月１日より「短期入所生活介護」重要事項説明書の改定をします。 
 
 

令和 3年 8月 1日より「短期入所生活介護」重要事項の改定をします。 

 

令和 5年 3月 1日より「短期入所生活介護」重要事項の改定を行います。 

 

令和 6年 4月 1日より「短期入所生活介護」重要事項の改定を行いました。 

 

令和 6年 8月 1日より「短期入所生活介護」重要事項の改定を行いました。 

 

令和７年 12月１日より「短期入所生活介護」重要事項の改定を行いました。 

 


